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条    例 
宮津市長及び副市長の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年12月25日 

                                宮津市長 城 﨑 雅 文 

宮津市条例第24号 

   宮津市長及び副市長の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 宮津市長及び副市長の給与に関する条例（昭和60年条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

  第５条中「100分の170」を「100分の175」に改める。 

第２条 宮津市長及び副市長の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第５条中「100分の175」を「100分の172.5」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の宮津市長及び副市長の給与に関する条例（以下「改正後の条例」と

いう。）の規定は、令和６年12月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の宮津市長及び副市

長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払

とみなす。 

――――  ＊ ＊ ＊  ―――― 

宮津市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年12月25日 

宮津市長 城 﨑 雅 文 

宮津市条例第25号 

   宮津市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 宮津市一般職職員の給与に関する条例（昭和30年条例第27号）の一部を次のように改正する。 

  第20条第２項中「100分の122.5」を「100分の127.5」に改め、同条第３項中「100分の122.5」を

「100分の127.5」に、「100分の68.75」を「100分の71.25」に改め、同条第４項中「100分の122.5」

を「100分の127.5」に、「100分の170」を「100分の175」に改める。 

  第21条第２項第１号中「100分の102.5」を「100分の107.5」に改め、同項第２号中「100分の48.75」

を「100分の51.25」に改める。 

  別表第１から別表第２の２までを次のように改める。   

 別表第１（第４条関係） 

   行政職給料表 

職員の

区分 

 職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

 円 円 円 円 円 円 

１ 183,500 230,000 261,300 287,300 309,800 335,000 

２ 184,600 231,500 262,300 288,900 311,500 336,900 

３ 185,800 233,000 263,300 290,400 313,200 338,700 

４ 186,900 234,500 264,300 291,900 314,700 340,500 
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の職員 ５ 188,000 236,000 265,300 293,400 316,100 342,200 

６ 189,700 237,500 266,300 294,900 317,400 343,900 

７ 191,300 239,000 267,300 296,300 318,700 345,500 

８ 192,900 240,500 268,300 297,600 320,000 347,200 

９ 194,500 242,000 269,300 298,800 321,300 348,800 

10 196,200 243,400 270,300 300,300 323,100 350,500 

11 197,800 244,800 271,300 301,800 324,900 352,100 

12 199,400 246,200 272,300 303,200 326,600 353,700 

13 201,000 247,400 273,300 304,600 328,300 355,200 

14 202,700 248,600 274,300 305,700 330,000 356,900 

15 204,400 249,800 275,300 306,700 331,700 358,500 

16 206,100 251,000 276,400 307,900 333,400 360,100 

17 207,400 252,100 277,400 309,100 335,000 361,700 

18 209,000 253,200 278,700 310,700 336,700 363,500 

19 210,600 254,300 280,000 312,300 338,400 365,000 

20 212,100 255,400 281,200 313,900 340,000 366,600 

21 213,600 256,400 282,500 315,400 341,500 368,000 

22 215,200 257,400 283,800 317,000 343,100 369,600 

23 216,800 258,400 285,000 318,600 344,700 371,200 

24 218,400 259,400 286,200 320,200 346,200 372,700 

25 220,000 260,400 287,300 321,700 347,600 374,600 

26 221,700 261,300 288,500 323,400 349,300 376,500 

27 223,000 262,200 289,800 325,000 350,900 378,400 

28 224,300 263,100 291,100 326,600 352,500 380,200 

29 225,600 263,900 292,400 328,000 353,700 381,700 

30 226,700 264,700 293,400 329,700 355,200 383,500 

31 227,800 265,500 294,400 331,400 356,700 385,200 

32 228,900 266,300 295,500 333,000 358,200 386,800 

33 230,000 267,000 296,600 334,200 359,900 388,500 

34 231,100 267,800 297,800 336,100 361,700 389,900 

35 232,200 268,600 298,900 337,800 363,400 391,300 

36 233,300 269,300 300,100 339,400 365,100 392,700 

37 234,400 270,000 301,300 340,900 366,500 394,100 

38 235,400 270,800 302,600 342,500 367,800 395,300 

39 236,400 271,600 303,900 344,100 369,000 396,500 

40 237,300 272,300 305,200 345,700 370,400 397,500 

41 238,200 273,000 306,500 347,400 371,500 398,600 
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42 239,100 273,800 307,800 349,200 372,400 399,800 

43 239,900 274,600 309,100 351,000 373,400 400,900 

44 240,700 275,300 310,400 352,800 374,500 402,000 

45 241,400 276,000 311,700 354,300 375,300 402,700 

46 242,000 276,700 313,000 355,700 376,200 403,400 

47 242,600 277,400 314,300 357,100 377,100 404,100 

48 243,200 278,100 315,400 358,500 377,900 404,800 

49 243,800 278,800 316,300 360,000 378,700 405,400 

50 244,400 279,500 317,600 360,800 379,500 406,000 

51 245,000 280,200 318,900 361,800 380,300 406,500 

52 245,500 280,900 320,200 362,800 381,000 406,900 

53 246,000 281,500 321,400 363,700 381,700 407,300 

54 246,400 282,200 322,700 364,800 382,400 407,500 

55 246,700 282,800 323,900 365,700 383,100 407,800 

56 247,000 283,500 325,100 366,700 383,800 408,100 

57 247,300 284,100 326,400 367,600 384,300 408,400 

58 247,600 284,800 327,500 368,300 384,900 408,700 

59 247,900 285,400 328,600 369,000 385,500 409,000 

60 248,200 286,100 329,700 369,600 386,200 409,300 

61 248,500 286,700 330,400 370,000 386,600 409,500 

62 248,800 287,400 331,300 370,600 387,200 409,800 

63 249,100 288,000 332,000 371,300 387,800 410,100 

64 249,400 288,500 332,800 372,000 388,300 410,400 

65 249,700 289,000 333,600 372,300 388,700 410,600 

66 250,000 289,600 334,000 373,000 389,300 410,900 

67 250,300 290,100 334,600 373,700 389,900 411,200 

68 250,600 290,700 335,300 374,300 390,400 411,500 

69 250,900 291,200 336,100 374,600 390,800 411,700 

70 251,200 291,700 336,800 375,100 391,300 412,000 

71 251,500 292,300 337,500 375,700 391,800 412,300 

72 251,800 292,900 338,100 376,300 392,400 412,500 

73 252,100 293,400 338,600 376,600 392,700 412,700 

74 252,400 293,900 339,200 377,200 393,100 413,000 

75 252,700 294,300 339,700 377,900 393,500 413,300 

76 253,000 294,600 340,300 378,500 393,900 413,500 

77 253,300 294,800 340,600 378,900 394,200 413,700 

78 253,600 295,100 341,100 379,400 394,500 414,000 
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79 253,900 295,300 341,500 380,000 394,800 414,300 

80 254,200 295,600 341,900 380,500 395,000 414,500 

81 254,500 295,800 342,300 381,000 395,200 414,700 

82 254,800 296,000 342,800 381,600 395,500 415,000 

83 255,100 296,300 343,300 382,100 395,800 415,300 

84 255,400 296,500 343,800 382,400 396,000 415,500 

85 255,700 296,800 344,100 382,800 396,200 415,700 

86 256,000 297,100 344,500 383,300 396,500  

87 256,300 297,400 344,900 383,700 396,800  

88 256,600 297,700 345,300 384,100 397,000  

89 256,900 298,000 345,600 384,500 397,200  

90 257,200 298,300 346,000 385,000 397,500  

91 257,500 298,600 346,400 385,400 397,800  

92 257,800 299,000 346,800 385,800 398,000  

93 258,100 299,200 347,000 386,100 398,200  

94  299,400 347,400    

95  299,700 347,800    

96  300,100 348,200    

97  300,300 348,400    

98  300,600 348,800    

99  301,000 349,200    

100  301,400 349,500    

101  301,600 349,800    

102  301,900 350,200    

103  302,200 350,600    

104  302,500 351,000    

105  302,700 351,500    

106  303,000 351,900    

107  303,300 352,300    

108  303,600 352,700    

109  303,800 353,200    

110  304,200 353,600    

111  304,600 353,900    

112  304,900 354,200    

113  305,100 354,700    

114  305,300     

115  305,600     
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116  306,000     

117  306,200     

118  306,400     

119  306,700     

120  307,000     

121  307,400     

122  307,600     

123  307,900     

124  308,200     

125  308,500     

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

円 円 円 円 円 円 

192,000 219,500 260,000 279,700 294,900 320,600 

  備考 この表は、教育職給料表及び特定任期付職員給料表の適用を受ける職員以外の職員 

に適用する。 

 別表第２（第４条関係） 

   教育職給料表 

職員の 

区分 

 職務の級 １級 ２級 ３級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再任

用短時間勤

務職員以外

の職員 

 円 円 円 

１ 202,500 223,500 328,100 

２ 204,800 226,000 330,200 

３ 207,100 228,400 332,300 

４ 209,300 230,800 334,400 

５ 211,600 233,300 336,500 

６ 213,900 235,700 338,600 

７ 216,100 238,100 340,700 

８ 218,400 240,500 342,800 

９ 220,600 243,000 344,900 

10 222,800 244,600 347,000 

11 225,000 246,200 349,100 

12 227,300 247,800 351,100 

13 229,500 249,500 353,200 

14 231,600 251,000 354,700 

15 233,800 252,400 356,200 
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16 235,900 253,800 357,700 

17 238,000 255,200 359,100 

18 239,800 256,400 360,600 

19 241,600 257,700 362,000 

20 243,300 258,900 363,400 

21 245,000 260,300 364,800 

22 246,300 261,500 366,100 

23 247,600 262,800 367,500 

24 249,000 264,100 368,800 

25 250,200 265,500 370,000 

26 251,300 267,400 371,300 

27 252,400 269,200 372,500 

28 253,500 271,000 373,700 

29 254,700 272,800 374,900 

30 256,000 275,000 376,200 

31 257,300 277,200 377,400 

32 258,500 279,400 378,500 

33 259,600 281,700 379,600 

34 260,800 283,900 380,800 

35 262,000 286,100 382,000 

36 263,200 288,200 383,100 

37 264,400 290,300 384,300 

38 265,700 292,200 385,500 

39 266,900 294,100 386,700 

40 268,100 295,900 387,800 

41 269,300 297,800 388,900 

42 270,400 299,700 390,100 

43 271,500 301,500 391,400 

44 272,700 303,200 392,500 

45 273,700 305,000 393,600 

46 274,500 306,800 394,800 

47 275,300 308,500 396,000 

48 276,100 310,100 397,200 

49 276,800 311,700 398,400 

50 277,600 313,500 399,800 

51 278,300 315,300 401,000 

52 279,000 317,000 402,200 
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53 279,800 318,300 403,400 

54 280,700 320,300 404,700 

55 281,500 322,100 405,700 

56 282,200 323,800 406,800 

57 282,900 325,500 408,100 

58 283,700 327,400 409,300 

59 284,500 329,200 410,500 

60 285,200 330,900 411,700 

61 285,800 332,600 412,800 

62 286,500 334,400 413,800 

63 287,200 336,300 415,200 

64 287,800 338,000 416,400 

65 288,600 339,700 417,600 

66 289,300 341,000 418,700 

67 290,000 342,300 419,800 

68 290,700 343,600 420,900 

69 291,400 345,200 421,900 

70 292,200 346,700 423,200 

71 292,900 348,200 424,400 

72 293,600 349,700 425,600 

73 294,100 351,100 426,200 

74 294,800 352,700 427,000 

75 295,500 354,200 427,700 

76 296,100 355,700 428,200 

77 296,800 357,100 428,500 

78 297,500 358,600 428,800 

79 298,100 360,200 429,200 

80 298,700 361,700 429,600 

81 299,300 363,100 429,900 

82 299,900 364,400 430,300 

83 300,500 365,700 430,700 

84 301,100 366,900 431,000 

85 301,600 368,200 431,300 

86 302,100 369,400 431,700 

87 302,600 370,600 432,000 

88 303,100 371,700 432,300 

89 303,500 372,800 432,600 
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90 304,100 373,900 432,900 

91 304,700 375,000 433,200 

92 305,200 376,200 433,400 

93 305,500 377,300 433,600 

94 306,000 378,500  

95 306,500 379,600  

96 306,900 380,700  

97 307,300 381,700  

98 307,800 382,700  

99 308,300 383,700  

100 308,700 384,600  

101 309,100 385,400  

102 309,500 386,400  

103 309,900 387,300  

104 310,200 388,200  

105 310,400 389,000  

106 310,700 389,900  

107 311,000 390,800  

108 311,200 391,800  

109 311,400 392,600  

110 311,600 393,600  

111 311,900 394,500  

112 312,300 395,400  

113 312,500 396,000  

114 312,700 396,900  

115 312,900 397,800  

116 313,200 398,700  

117 313,500 399,600  

118 313,700 400,300  

119 314,000 401,100  

120 314,300 401,900  

121 314,500 402,500  

122 314,700 403,200  

123 314,900 403,900  

124 315,200 404,500  

125 315,500 405,100  

126  405,800  
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127  406,300  

128  407,000  

129  407,600  

130  408,200  

131  408,700  

132  409,200  

133  409,500  

134  409,800  

135  410,100  

136  410,400  

137  410,700  

138  411,000  

139  411,300  

140  411,600  

141  411,900  

142  412,200  

143  412,500  

144  412,800  

145  413,000  

146  413,300  

147  413,600  

148  413,800  

149  414,000  

定年前再任

用短時間勤

務職員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 

232,600 279,500 334,200 

  備考 この表は、幼稚園に勤務する教育職員に適用する。 

 別表第２の２（第４条関係） 

   特定任期付職員給料表 

号給 給料月額 

 円 

１ 392,000 

２ 440,000 

３ 492,000 

４ 555,000 

５ 634,000 

６ 740,000 
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７ 864,000 

  備考 この表は、特定任期付職員に適用する。 

第２条 宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第20条第２項中「100分の127.5」を「100分の125」に改め、同条第３項中「100分の127.5」を「100

分の125」に、「100分の71.25」を「100分の70」に改め、同条第４項中「100分の127.5」を「100

分の125」に、「100分の175」を「100分の172.5」に改める。 

  第21条第２項第１号中「100分の107.5」を「100分の105」に改め、同項第２号中「100分の51.25」

を「100分の50」に改める。  

 （宮津市一般職職員の給与に関する条例及び宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 宮津市一般職職員の給与に関する条例及び宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例（令和５年条例第26号）の一部を次のように改正する。 

  第２条のうち宮津市一般職職員の給与に関する条例別表第１定年前再任用短時間勤務職員以外

の職員の部中86の項から113の項までの改正規定を次のように改める。 

   別表第１定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の部中86の項から113の項までを次のように

改める。    

86 256,000 297,100 344,500 383,300 396,500 416,000 

87 256,300 297,400 344,900 383,700 396,800 416,300 

88 256,600 297,700 345,300 384,100 397,000 416,500 

89 256,900 298,000 345,600 384,500 397,200 416,700 

90 257,200 298,300 346,000 385,000 397,500 417,000 

91 257,500 298,600 346,400 385,400 397,800 417,300 

92 257,800 299,000 346,800 385,800 398,000 417,500 

93 258,100 299,200 347,000 386,100 398,200 417,700 

94  299,400 347,400 386,600 398,500  

95  299,700 347,800 387,000 398,800  

96  300,100 348,200 387,400 399,000  

97  300,300 348,400 387,700 399,200  

98  300,600 348,800 388,200 399,500  

99  301,000 349,200 388,600 399,800  

100  301,400 349,500 389,000 400,000  

101  301,600 349,800 389,300 400,200  

102  301,900 350,200 389,800 400,500  

103  302,200 350,600 390,200 400,800  

104  302,500 351,000 390,600 401,000  

105  302,700 351,500 390,900 401,200  

106  303,000 351,900 391,400 401,500  

107  303,300 352,300 391,800 401,800  

108  303,600 352,700 392,200 402,000  

109  303,800 353,200 392,500 402,200  
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110  304,200 353,600 393,000 402,500  

111  304,600 353,900 393,400 402,800  

112  304,900 354,200 393,800 403,000  

113  305,100 354,700 394,100 403,200  

  第２条のうち宮津市一般職職員の給与に関する条例別表第２定年前再任用短時間勤務職員以外

の職員の部中94の項から105の項までの改正規定を次のように改める。 

   別表第２定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の部中94の項から105の項までを次のように

改める。    

94 306,000 378,500 433,900 

95 306,500 379,600 434,200 

96 306,900 380,700 434,400 

97 307,300 381,700 434,600 

98 307,800 382,700 434,900 

99 308,300 383,700 435,200 

100 308,700 384,600 435,400 

101 309,100 385,400 435,600 

102 309,500 386,400 435,900 

103 309,900 387,300 436,200 

104 310,200 388,200 436,400 

105 310,400 389,000 436,600 

  第２条のうち宮津市一般職職員の給与に関する条例別表第２定年前再任用短時間勤務職員以外

の職員の部中149の項の改正規定を次のように改める。 

 「 

  を 

」 

 「 

 

 

 

 

 

に改める。 

 

 

 

 

 

」 

  附則中第７項を第８項とし、第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項 

を加える。 

５ 第２条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例附則第22項の規定は、同項 

の規定により読み替えて適用する同条例第５条第４項に規定する職員について適用し、令和７年 

149  414,000  

149  414,000  

150  414,300  

151  414,600  

152  414,900  

153  415,100  

154  415,400  

155  415,700  

156  415,900  

157  416,100  
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４月１日から令和９年３月31日までの間における55歳を超える職員（同項に規定する職員を除 

く。）の昇給については、なお従前の例による。  

 （宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第４条 宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第３号）の一部を

次のように改正する。 

  別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第３条関係） 

   給料表 

職務の級 

号給 

１級 ２級 

給料月額 給料月額 

 円 円 

１ 183,500 230,000 

２ 184,600 231,500 

３ 185,800 233,000 

４ 186,900 234,500 

５ 188,000 236,000 

６ 189,700 237,500 

７ 191,300 239,000 

８ 192,900 240,500 

９ 194,500 242,000 

10 196,200 243,400 

11 197,800 244,800 

12 199,400 246,200 

13 201,000 247,400 

14 202,700 248,600 

15 204,400 249,800 

16 206,100 251,000 

17 207,400 252,100 

18 209,000 253,200 

19 210,600 254,300 

20 212,100 255,400 

21 213,600 256,400 

22 215,200 257,400 

23 216,800 258,400 

24 218,400 259,400 

25 220,000 260,400 

26 221,700 261,300 

27 223,000 262,200 
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28 224,300 263,100 

29 225,600 263,900 

30 226,700 264,700 

31 227,800 265,500 

32 228,900 266,300 

33 230,000 267,000 

34 231,100 267,800 

35 232,200 268,600 

36 233,300 269,300 

37 234,400 270,000 

38 235,400 270,800 

39 236,400 271,600 

40 237,300 272,300 

41 238,200 273,000 

42 239,100 273,800 

43 239,900 274,600 

44 240,700 275,300 

45 241,400 276,000 

46 242,000 276,700 

47 242,600 277,400 

48 243,200 278,100 

49 243,800 278,800 

50 244,400 279,500 

51 245,000 280,200 

52 245,500 280,900 

53 246,000 281,500 

54 246,400 282,200 

55 246,700 282,800 

56 247,000 283,500 

57 247,300 284,100 

58 247,600 284,800 

59 247,900 285,400 

60 248,200 286,100 

61 248,500 286,700 

62 248,800 287,400 

63 249,100 288,000 

64 249,400 288,500 
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65 249,700 289,000 

66 250,000 289,600 

67 250,300 290,100 

68 250,600 290,700 

69 250,900 291,200 

70 251,200 291,700 

71 251,500 292,300 

72 251,800 292,900 

73 252,100 293,400 

74 252,400 293,900 

75 252,700 294,300 

76 253,000 294,600 

77 253,300 294,800 

78 253,600 295,100 

79 253,900 295,300 

80 254,200 295,600 

81 254,500 295,800 

82 254,800 296,000 

83 255,100 296,300 

84 255,400 296,500 

85 255,700 296,800 

86 256,000 297,100 

87 256,300 297,400 

88 256,600 297,700 

89 256,900 298,000 

90 257,200 298,300 

91 257,500 298,600 

92 257,800 299,000 

93 258,100 299,200 

94  299,400 

95  299,700 

96  300,100 

97  300,300 

98  300,600 

99  301,000 

100  301,400 

101  301,600 
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102  301,900 

103  302,200 

104  302,500 

105  302,700 

106  303,000 

107  303,300 

108  303,600 

109  303,800 

110  304,200 

111  304,600 

112  304,900 

113  305,100 

114  305,300 

115  305,600 

116  306,000 

117  306,200 

118  306,400 

119  306,700 

120  307,000 

121  307,400 

122  307,600 

123  307,900 

124  308,200 

125  308,500 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定（第20条第２項から第４項まで及び第21条第２項の改正規定を除く。）による改正後

の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

３ 第１条の規定（第20条第２項から第４項まで及び第21条第２項の改正規定に限る。）による改正後

の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、令和６年12月１日から適用する。 

４ 第４条の規定による改正後の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、

令和６年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

５ 第１条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定を適用する場合におい

ては、第１条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給さ

れた給与は、第１条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定による給与

の内払とみなす。 

６ 第４条の規定による改正後の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を

適用する場合においては、第４条の規定による改正前の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁
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償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第４条の規定による改正後の宮津市会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （その他必要な事項） 

７ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

――――  ＊ ＊ ＊  ―――― 

宮津市新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給基金条例を廃止する条例をここに公布する。 

令和６年12月25日 

宮津市長 城 﨑 雅 文 

宮津市条例第26号 

宮津市新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給基金条例を廃止する条例 

 宮津市新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給基金条例（令和３年条例第14号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

告    示 
宮津市告示第123号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定により、令和６年９月30日から

契約期間満了の日まで、次の者を指定納付受託者として指定したので、同条第２項の規定により告示

する。 

 令和６年12月９日 

宮津市長 城 﨑 雅 文 

１ 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地 

 名称 アマゾンジャパン合同会社 

   住所又は事務所の所在地 東京都目黒区下目黒1-8-1 

２ 指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等 

   寄附金 

 

 

公    告 
宮津市公告第83号 

令和６年度宮津市職員採用試験【後期試験】第２次試験に合格した者の受験番号及び第３次試験の

実施要領は、次のとおりである。 

  令和６年12月３日 

宮津市長 城 﨑 雅 文 

第２次試験に合格した者の受験番号 

  Ｈ０００９ Ｈ００１２ Ｈ００１４ Ｈ００１５ 

  Ｈ００１６ Ｈ００１７ Ｈ００１８ Ｈ００２０ 

  Ｋ０００１ Ｋ０００２ 

  Ｍ０００１ 

  Ｎ０００１ 

  Ｐ０００４ Ｐ０００５ 

第３次試験の実施要領 

  １  個別面接 
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   (1) 期日 令和６年12月14日（土） 

   (2) 場所 宮津市字柳縄手345番地の1 

         宮津市役所 

――――  ＊ ＊ ＊  ―――― 

宮津市公告第84号 

 宮津市営住宅等設置及び管理条例（平成９年条例第25号）第３条の規定により、次のと

おり市営住宅等（その他住宅）の入居者を公募します。 

令和６年12月12日 

宮津市長 城 﨑 雅 文 

１ 公募する住宅 

団 地 名 所 在 地 種別 家賃（月額） 戸数 規格 

みやづ城東タウン 宮津市字惣 Ａ棟 50,000円 ２ １ＬＤＫ 

２ 入居者の資格 

(1) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。 

 (2) 40歳未満の方。単身者の入居も可能。 

 (3) 現に市町村税を滞納していないこと。  

(4) 申込者又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。  

３ 入居の期間 

   建物賃貸借契約締結の日から起算して10年を限度とします。 

４ 申込方法 

  宮津市建設部都市住宅課建築住宅係（本館南棟３階）又は市民環境部市民環境課市

民窓口係（本館１階）に備付けの「みやづ城東タウン入居者募集案内書」に添付の「み

やづ城東タウン入居申込書」により申し込んでください。 

５  申込みの期間及び場所 

(1) 期間 令和６年12月18日（水）から令和７年３月28日（金）まで 

(2) 場所 宮津市建設部都市住宅課建築住宅係 

６  選考方法 

入居者は、先着順で決定します。 

７  入居時期 

入居決定した日から約10日後 

――――  ＊ ＊ ＊  ―――― 

宮津市公告第85号 

令和６年度宮津市職員採用試験【後期試験】第３次試験に合格した者の受験番号は、次のとおりで

ある。 

令和６年12月20日 

宮津市長 城 﨑 雅 文 

 第３次試験に合格した者の受験番号 

  Ｈ０００９  Ｈ００１２  Ｈ００１４  Ｈ００１５ 

  Ｈ００１７  Ｈ００１８  Ｈ００２０ 

  Ｋ０００１  Ｋ０００２ 

  Ｍ０００１ 

  Ｎ０００１ 

  Ｐ０００５ 

――――  ＊ ＊ ＊  ―――― 

宮津市公告第86号 
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 改正前の農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項の規定により令和６年度農

用地利用集積計画（令和６年12月13日付け宮農委第38号通知分）を定めたので、改正前の同法第19条

の規定により公告し、当該計画を次により縦覧に供します。 

  令和６年12月23日 

                                宮津市長 城 﨑 雅 文  

１ 農用地利用集積計画の縦覧期間 

   自 令和６年12月23日 

   至 令和７年１月17日 

２ 縦覧の場所 

   宮津市産業経済部農林水産課（別館１階） 

 

 

 水道企業   
《上下水道告示》 

宮津市上下水道告示第14号 

 宮津市指定給水装置工事事業者を指定したので、宮津市指定給水装置工事事業者に関する規程（平

成10年水管規程第２号）第10条の規定により告示する。 

  令和６年12月10日 

                           宮津市上下水道事業 

宮津市長 城 﨑 雅 文 

 指定番号 宮水道指定第S23154号 

(1) 名 称 株式会社ホームライフ 

(2) 所 在 地 福知山市荒河東町107番地 

(3) 代 表 者 代表取締役 手 﨑 孝 道 

(4) 指 定 年 月 日 令和６年12月10日 

(5) 指 定 の 有 効 期 限 令和11年12月９日  

――――  ＊ ＊ ＊  ―――― 

宮津市上下水道告示第15号 

 宮津市指定給水装置工事事業者の指定を更新したので、宮津市指定給水装置工事事業者に関する規

程（平成10年水管規程第２号）第10条第２号の規定により告示する。 

  令和６年12月10日 

                            宮津市上下水道事業 

宮津市長 城 﨑 雅 文 

宮津市指定給水装置工事事業者 

指定番号 名称 所在地 代表者 指定の有効期限 

宮水道指定第

Ｓ20142号 
奥野電気 与謝郡与謝野町字男山45番地４ 奥 野  浩 令和11年12月31日 

――――  ＊ ＊ ＊  ―――― 

宮津市上下水道告示第16号 

 宮津市下水道排水設備指定工事業者から異動届を受理したので、宮津市下水道排水設備指定工事業

者に関する規程（令和２年水管規程第３号）第16条の規定により告示する。 

  令和６年12月20日 

                              宮津市上下水道事業 

宮津市長 城 﨑 雅 文 
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指定番号 宮下水道指定第31号  

(1) 名  称 足立石油株式会社 

(2) 所 在 地 与謝野町字男山60番地 

(3) 代 表 者 （変更前） 代表取締役 足 立 経 彦 

         （変更後） 代表取締役 足 立 克 徳 

 

 

 教育委員会  
《告 示》 

宮津市教育委員会告示第21号 

令和６年第14回宮津市教育委員会定例会を次のとおり招集する。 

令和６年12月13日 

                                宮津市教育委員会      

                                 教育長 山 本 雅 弘  

１ 日 時 令和６年12月18日（水）午前９時 

２ 場 所 宮津市福祉・教育総合プラザ(４階応接会議室) 

 

 

 監査委員   
《監査公表》 

宮津市監査公表第99号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第５項の規定に基づき、住民監査請求に係る請求人に

対する監査結果の通知文を次のとおり公表する。 

  令和６年12月23日 

宮津市監査委員 尾 﨑 吉 晃 

同    久 保   浩 

   請求人に対する監査結果の通知文 

宮 監 第  33  号 

令和６年12月19日 

請求人 （省略） 様 

宮津市監査委員  尾 﨑 吉 晃 

同     久 保   浩 

   住民監査請求に基づく監査について（通知） 

令和６年12月10日に提出された住民監査請求については、次のとおり決定したので通知します。 

本件請求は地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第242条に規定する住民監査請

求の要件を満たしていないと判断し、以下のとおり却下します。 

１ 請求の概要 

 宮津市議会（省略）議員が行った虚偽の欠席届による「市民と議会の懇談会」の欠席及び虚偽の

欠席届と認知しながら許可を与えた議長の行為が、法及び宮津市議会議員政治倫理条例に違反して

いるにもかかわらず、市長から議員報酬が支払われている。このことは、税により報酬を負担する

市民への信頼を著しく損なうものであり、宮津市議会基本条例に定める「市民の厳粛な信託に応じ

る」行為とは言えず、（省略）議員と議長に議員報酬を受給する資格はないため、議員報酬の返還

を求める。 

２ 判断に至った理由 
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住民監査請求の対象は、法第242 条第１項で定める公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約

の締結若しくは履行、債務・その他義務の負担、公金の賦課、徴収を怠る事実、財産の管理を怠る

事実に限られており、いずれも財務会計上の行為又は事実としての性質を有するものでなければな

らない。そして、住民監査請求が適法なものとして受理されるためには、財務会計上の行為又は怠

る事実を監査委員が行うべき監査の端緒を与える程度に特定すれば足りるというものではなく、財

務会計上の行為又は怠る事実を他の事項から区別して特定認識できるように個別的、具体的に摘示

することを要する（平成２年６月５日最高裁判所判決）とされている。また、監査の対象となる行

為等は、地方公共団体に積極消極の損害を与えひいては住民全体の利益に反するものでなければな

らないとされている。 

また、宮津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例には、次のとおり規定されている。 

宮津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

第３条 議員がその職についたときは、その日から日割により議員報酬を支給する。 

第４条 議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散等によりその職を離れたときは、その

日まで日割により議員報酬を支給する。 

２ 議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。 

第４条の２ 前２条の規定にかかわらず、議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留そ

の他の身体を拘束する処分（以下「逮捕等」という。）を受けた場合には、逮捕等を受けた期間

（以下「逮捕等期間」という。）に係る議員報酬の支給を一時差し止めるものとする。（略） 

２ （略） 

３ 議員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前２条の規定にかかわらず、当該各号に定め

る期間（以下「不支給期間」という。）に係る議員報酬は、支給しない。この場合において、当

該議員報酬のうち既に支給したもの（以下「返納対象議員報酬」という。）があるときは、当該

議員は、返納対象議員報酬を返納しなければならない。 

(1) 刑事事件に関して有罪判決が確定した場合 逮捕等期間 

(2) 刑事事件の刑の執行のため刑事施設に収容された場合 当該刑事施設に収容された期間 

(3) 議決により一定期間の出席停止の懲罰が科された場合 当該一定期間 

４（略） 

これらを本件にあてはめると、請求人は議会運営上の手続き及び内容の違法性を主張しているも

のの、財務会計上の行為である議員報酬の支出自体について、違法性又は不当性を個別的・具体的

に摘示しているとは言えない。また、請求人は違法な行為を行った議員及び議長に対して議員報酬

が支払われ、市民に損害を与えたと主張しているものの、議員報酬の支給方法が条例の規定どおり

に支出されている以上、当該財務会計上の行為が違法又は不当ではない上に、損害発生又はそのお

それがあるとは認められない。 

したがって、本件請求は、法第242条に規定する住民監査請求の要件を満たしていないと判断し

た。 

 

 

 公平委員   
《告 示》 

宮津市公平委員会告示第１号 

 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第10条第１項の規定により、宮津市公平委員会委員長に次

の者を選任したので、宮津市公平委員会規則（昭和41年公平委規則第３号）第２条第４項の規定によ

り告示する。 

  令和６年12月７日  

宮津市公平委員会 
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                                 委員長 豊 浦 嘉 治  

 委員長 

  住所 宮津市字杉末1510番地 

  氏名 豊 浦 嘉 治 

 

 

 農業委員会   
《告 示》 

宮津市農業委員会告示第12号 

 宮津市農業委員会定例総会を次のとおり招集する。 

  令和６年12月６日 

                                宮津市農業委員会 

会長 関 野 掲 司 

１ 日  時 令和６年12月13日（金） 午前９時30分 

２ 場  所 宮津市中央公民館 大会議室 

３ 議  題 

議案第51号 農地法第３条の規定による許可申請に係る許可について 

議案第52号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見について 

議案第53号 非農地証明交付申請の承認について 

議案第54号 農用地利用集積計画（利用権設定）の決定等について 

 


